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各  位 

会  社  名 ク レ ア ホ ー ル デ ィ ン グ ス ㈱ 
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                           (コード番号 1757 大証第 2部) 
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和解による訴訟の解決に関するお知らせ 

 

 

当社は、東京地方裁判所において係争中でありました、大阪経済倶楽部（以下「原告」という。）

との顧問料請求事件につきまして、平成 23 年７月１日付にて裁判上の和解が成立し、本日、当社

として和解の内容を確認致しましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

 
記 

 
 
１．訴訟の提起から和解に至るまでの経緯 

当社は、平成 22 年 11 月 25 日付書面にて東京地方裁判所民事第 14 部より口頭弁論期日及び

答弁書催告状を受領いたしました。 

その内容につきましては、当社と原告との間に顧問契約が存在し、平成 21 年１月から平成 21 

年７月までの月額 100 万円の顧問料、合計 700 万円の支払い及び支払い済みまで年５％の金銭の

支払いを求めるものでありましたが、今般、当社が和解金として 200 万円の支払義務があること

を認め、和解に至ることとなりました。 

 

 

２．和解の主な内容 

クレアホールディング株式会社（被告）は、大阪経済倶楽部（原告）に対し、和解金として 200

万円の支払い義務があることを認める。 

 

 

３．業績への影響 

 本件和解により、特別利益を計上する見通しですが、詳細については監査法人との協議のうえ、

判明次第お知らせ致します。 

 

 

 

 

 

以上 


